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第6章 今後の取組

（2）不適正処理の是正
生活環境保全上の支障等があり、措置命令を行

った事案のうち、原因者が支障等の除去措置を講
じない事案については、必要な範囲で県が原因者
に代わって措置を講じます（行政代執行）。現在
行政代執行中の桑名市五反田地内の産業廃棄物不
法投棄事案、及び四日市市内山町地内の最終処分
場等の不適正処理事案については、行政代執行を
継続します。

また、「安全性確認調査」の結果、継続的な監
視が必要と判断された事案については、地下水等
の調査を行うとともに、周辺への支障等が認めら
れず、廃棄物処理法の枠組みによる措置を講ずる
必要がない事案については、平成17（2005）年
度に創設した支援制度により、市町等の自主的な
取組を支援します。

1－3 不法投棄等の不適正処理の未然防止と是

正措置

（1）産業廃棄物処理等の監視指導
処理業者、排出事業者等への立入検査等通常の

監視活動のほか、早朝・夜間・休日の監視、隣接
県との共同路上検査、スカイパトロール等を通じ、
積極的な監視活動を行うとともに、廃棄物ダイヤ
ル110番等による通報に即応します。

さらに、市町と産業廃棄物に係る立入検査協定
を締結して立入検査権限を付与するとともに、県
内森林組合と不法投棄等の情報提供の協定を締結
し、不法投棄等の未然防止を図ります。

また、違反業者に対する厳しい行政処分と悪質
な不法投棄事案に対する告発を的確に行います。

（2）不正処理の是正
生活環境保全上の支障等があり、措置命令を行

った事案のうち、原因者が支障等の除去措置を講
じない事案については、必要な範囲で県が原因者
に代わって措置を講じます（行政代執行）。現在
行政代執行中の桑名市五反田地内の産業廃棄物不
法投棄事案、及び四日市市内山町地内の最終処分
場等の不適正処理事案については、行政代執行を
継続します。

また、「安全性確認調査」の結果、継続的な監
視が必要と判断された事案については、地下水等
の調査を行うとともに、周辺への支障等が認めら
れず、廃棄物処理法の枠組みによる措置を講ずる
必要がない事案については、平成17（2005）年

度に創設した支援制度により、市町等の自主的な
取組を支援します。

2 
2－1 温室効果ガス削減対策の推進

（1）産業部門における対策の推進
地球温暖化対策計画の策定等の促進

三重県生活環境の保全に関する条例で従来から
地球温暖化対策計画書の作成を義務付けていた省
エネ法の第一種エネルギー管理指定工場186事業
所（H19.３.31現在）に加え、平成19年１月に同
条例施行規則を改正し、平成19年４月１日から
は第二種エネルギー管理指定工場114事業所

（H19.４.１現在）にも同計画書の作成を義務付け
るとともに、昨年度に引き続き計画書作成工場を
訪問し、計画のフォローアップを行います。

また、省エネ対策が行われにくい中小事業所等
に省エネ診断を実施し、事業者の地球温暖化防止
の取組を促進していきます。

（2）運輸部門における対策の推進
「国土交通省環境行動計画モデル事業」に選定

されたことから、平成17（2005）年度から３年
間で北勢地域において公共交通利用促進による地
球温暖化防止実践活動に取り組んでいます。

（3）民生部門における対策の推進
ア 三重県地球温暖化防止活動推進センターによ

る取組の推進
地球温暖化防止の活動拠点として指定した

「三重県地球温暖化防止活動推進センター」を
中心に、実効性ある温暖化防止活動の検証、地
球温暖化防止活動推進員の養成、啓発・広報活
動などを行います。

イ 地球温暖化対策地域協議会等の取組の促進
地域に根ざした温暖化防止活動を行う「地球

温暖化対策地域協議会」等団体の活動を促進し
ます。

ウ 市町等における地球温暖化対策実行計画の策
定促進

実行計画未策定の市町等に対して地球温暖化
対策の推進に関する法律に基づき、計画策定を
働きかけます。

地球温暖化の防止
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エ 普及啓発の推進
① 省エネラベルキャンペーン事業

省エネ家電製品の普及・促進を図るため、
消費者が家電製品を購入する際の参考とする
ことができるよう、家電販売店が省エネ性能
の違いが一目でわかる省エネラベルを家電製
品に表示する省エネラベルキャンペーンを昨
年度に引き続き実施します。

② 地球温暖化防止絵画等の募集
地球温暖化防止の普及・啓発の一環として

小中学生を対象に、地球温暖化防止に関する
ポスター等を募集します。

③ 「みえのエコポイント」事業の実施
省エネを達成した各家庭に特典を提供する

ことで、省エネ行動の促進を図ります。

その他
フロン回収破壊法に基づき、フロン類の確実

な回収破壊を推進します。
事業者に対しては、法に定められた適正な業

務の徹底を図るため、立入検査等を実施します。
また、説明会の開催、ホームページ等で平成

19（2007）年10月に改正されたフロン回収破
壊法の周知を図り、フロン類の適正な処理につ
いて普及啓発します。

2－2 エネルギーの適正利用の推進

地域における省エネルギーの取組促進
地球温暖化防止活動推進員を活用し、地域にお

ける省エネルギーへの取組や省エネルギー機器の
導入を促進します。

2－3 新エネルギーの導入促進

「三重県新エネルギービジョン」に基づき、新
エネルギーの導入促進に取り組みます。

（1）県施設への率先導入
県民への新エネルギー普及啓発を行うため、

「公共施設等への新エネルギーの導入指針」に基
づき、住民等が訪れる機会の多い県の公共施設や
公共事業を対象に新エネルギーの率先導入を促進
します。

（2）新エネルギーの導入支援
事業者や市町等が実施する小規模な新エネルギ

ーの導入に対し、その経費の一部を補助するとと
もに、その設置者が地域での普及啓発を担うよう

な、普及と支援が一体となった取組を進めます。

（3）普及啓発活動
ア セミナー等の開催

新エネルギーへの関心を喚起し、新エネルギ
ーの特性や導入の必要性、導入の方法等に関す
る知識を広く県内に浸透させるために、地球温
暖化対策や省エネルギーなどの関連施策と連携
しながら、セミナーの開催や親子を対象とした
新エネルギー教室など県民を対象としたイベン
ト等を行うことにより、普及啓発に取り組みま
す。

イ 市町新エネルギービジョンの策定推進
市町自らが計画的な新エネルギー導入や住民

への普及啓発活動に取り組むよう新エネルギー
ビジョンの策定を働きかけます。

ウ 住民自らの普及啓発活動の推進
「三重県新エネサポーター制度」を活用し、

住民自らが新エネルギーの普及啓発活動に取り
組みを推進します。

（4）未利用エネルギーの利用促進
ごみの持つ未利用なエネルギーを有効利用する

ため、市町で製造されたごみ固形燃料（ＲＤＦ）
の安定的な受け皿として、三重ごみ固形燃料発電
所（ＲＤＦ焼却・発電施設）を適切に運営してい
きます。

3 
3－1 大気汚染の防止

（1）工場・事業場対策の推進
ア 監視・指導の実施

工場等から排出される大気汚染物質を削減す
るため、「大気汚染防止法」や「三重県生活環
境の保全に関する条例」に基づき、規制対象工
場への立入検査を実施する等により、引き続き
監視・指導していきます。

イ 問題発生工場等に対する調査指導
大気汚染被害の発生源となった工場などにお

ける被害発生の実態把握と発生原因の究明を図
り、必要な対策を指導します。

ウ 大気汚染に係る緊急時の措置
大気環境の状況を継続して監視測定するとと

もに、緊急時には「大気汚染緊急時対策実施要
綱」に基づく措置を実施します。

大気環境の保全
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第6章 今後の取組

（2）光化学スモッグ対策の推進
ア 光化学スモッグに係る緊急時の措置

県内14発令地域の各関係機関と連携を図り、
学校等に対し光化学スモッグ緊急時の措置を徹
底し、被害の未然防止に万全を期します。

イ 光化学オキシダント予測システムの運用
予測的中率を注意深く見守り、今後ともこの

予測システムにオキシダントの新しい知見を加
味しながら、引き続き運用を実施します。また、
説明変数として用いる各測定データの集積を行
い、的中率等の検討を進め、随時、システムを
見直し、予測精度の向上を図ります。

3－2 自動車環境対策の推進

（1）自動車排出窒素酸化物等総量削減計画の推進
北勢地域の自動車排出ガスによる大気汚染を改

善するため、平成15（2003）年度に策定した自
動車排出窒素酸化物等総量削減計画に基づき、自
動車環境対策を進めます。

（2）監視・調査の実施
沿道の大気環境の状況について常時監視すると

ともに、自動車環境対策の進捗状況を把握するた
め、総量削減計画進行管理調査等を実施します。

（3）自動車使用管理計画の策定
自動車NOx・ＰＭ法に基づき、対策地域内で30

台以上自動車を保有している事業者に対し、自動
車使用管理計画の策定を指導するとともに、定期
の報告により同計画の進捗状況を把握します。

（4）低公害車の普及
低公害車の一つである天然ガス自動車の普及を

促進するため、天然ガス供給施設の整備をガス供
給業者に要請するとともに、県内の事業者が天然
ガス自動車を導入する際、導入に要する経費の一
部を国と協調して補助します。

（5）ＮＯｘ・ＰＭ低減装置の導入促進
自動車NOx・ＰＭ法対策地域内の大気環境の

改善を図るため、県内の事業者がNOx・ＰＭ低
減装置を導入する際、導入に要する経費の一部を
補助します。

（6）アイドリング・ストップの推進

駐車場管理者が行うアイドリング・ストップの
周知への支援及び県民へのアイドリング・ストッ
プの普及啓発を進めます。

（7）交通情報提供システム（AMIS）の整備
平成10（1998）年度から交通情報提供システ

ムの整備に着手し、北勢・中勢地域の主要幹線道路
を中心に情報収集提供装置（光ビーコン）を整備
して、平成12（2000）年４月から同システムの運
用を開始しました。これにより既存の交通情報板
等と合わせて交通情報を提供することとなり、交
通流の分散を促し交通の円滑化を図っています。

（8）交通管制システムの拡充整備
交通の円滑化を図るため、交通管制システムの

拡充整備を行い、広域的な信号制御を実施します。
具体的には、信号機の集中制御化（１０基）を整
備していきます。

（9）信号機の高度化改良とＬＥＤ式信号灯器の導入
幹線・生活道路における交通の安全と円滑化を

図るため、信号機の機能の高度化改良整備を進め
るとともに、引き続き主要交差点において、ＬＥ
Ｄ式信号灯器（約１８灯）の導入を進めることに
よって交差点付近での交通事故防止及び消費電力
の削減を図っていきます。

3－3 騒音・振動の防止

（1）工場・事業場に対する規制・指導等
騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の

保全に関する条例に基づき、市町と連携して、規
制対象工場・事業場への立入検査や指導、啓発を
行います。

（2）都市生活騒音対策
ア 近隣騒音対策

生活騒音の防止のためのモラルの高揚を図る
ため、パンフレット等による啓発活動を実施し
ます。

イ 未規制事業場（施設）対策
未規制事業場（施設）による騒音苦情の実態

を把握するため、市町との連携を図りつつ、騒
音測定等を適宜実施します。

（3）主要道路沿道の騒音マップの公開
環境騒音（道路に面する地域）の地域評価を、
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道路に面する一定地域内の住居等のうち騒音レベ
ルが環境基準値を超過する戸数及び超過する割合
で評価する面的評価で行うとともに、主要道路沿
道の騒音マップを環境省のホームページで公開し
ていきます。

3－4 悪臭の防止

（1）工場・事業場に対する規制・指導等
工場等に対して、市町と連携して悪臭の防止の

指導・啓発を行います。

（2）規制地域の拡大
悪臭防止対策を推進するため、濃度規制の地域

拡大について、また、複合臭に対応できる臭気規
制の導入について、市町に働きかけます。

（3）畜産経営に起因する悪臭の防止
悪臭防止について、平成19（2007）年度に引

き続き、畜産環境パトロールや、家畜排せつ物法
に基づく立入調査を行い、適正なふん尿処理につ
いての指導を行います。

4 
4－1 水質汚濁の防止

（1）水質の監視
公共用水域や地下水の水質を継続的に監視する

ことで、水質の経年変化を把握・分析し、汚濁負
荷量の削減を進めます。

（2）水質総量規制の推進
伊勢湾に流入する汚濁負荷量の削減を図るた

め、第６次総量規制において化学的酸素要求量
（COD）、窒素及び燐を指定項目として、総量規
制を実施しています。

また、工場・事業場に対し、汚濁負荷量の削減
指導を行います。

（3）環境基準類型の指定・見直し
水道水源や水産養殖に利用されている水域及び

水生生物の保全を図る必要のある水域について
は、環境基準の類型を指定することで水質の保全
を図ります。また、環境基準類型のあてはめを行
った水域のうち、現状水質がより上位の環境基準
を達成できる水域については環境基準類型の見直
しを行うことで水質の保全を図ります。

（4）工場・事業場に対する規制・指導

水環境の保全

県内の規制対象事業場の排水監視及び処理施設
の維持管理指導等を実施し、公共用水域の汚濁軽
減を図ります。

（5）畜産経営に起因する水質汚濁の防止
水質汚濁防止について、平成19（2007）年度

に引き続き、畜産環境パトロールや、家畜排せつ
物法に基づく立入調査を実施し、浄化処理機能維
持技術等についての指導とともに、適正なふん尿
処理についての改善指導を行います。

（6）伊勢湾の総合的な利用と保全に係る広域連携
の推進

伊勢湾及びその周辺地域の総合的な発展と保全
を図るため、三県一市（岐阜県、愛知県、三重県
及び名古屋市）等との連携協力により、調査研究、
啓発活動等を実施します。

（7）伊勢湾の再生
国と三県一市（岐阜県、愛知県、三重県、名古

屋市）等で組織する「伊勢湾再生推進会議」で策
定した「伊勢湾再生行動計画」を着実に進めるた
め、多様な主体との連携による調査・研究や普及
啓発等に取り組みます。

4－2 生活排水対策の推進

（1）生活排水処理施設整備の推進
平成17（2005）年度に見直しを行い、新たに

策定した三重県生活排水処理施設整備計画（生活
排水処理アクションプログラム）に基づき県と市
町とが連携を図り、地域の事情に最も適した事業
の推進を図ります。

（2）浄化槽の設置の促進
ア 浄化槽の設置促進

23市町を対象に3,731基の整備に対する補助
を行います。

イ 浄化槽市町村整備事業の推進
市町が事業主体となって浄化槽の面的な整備

を図る事業であり、平成20年度には松阪市・
伊賀市・多気町・大台町・南伊勢町･名張市･紀
宝町で事業を行うこととなっており、県補助の
採択要件として高度処理型機能についても義務
付けをし、地方債償還のための基金造成に対し
補助を行います。

ウ 高度処理型浄化槽の設置促進
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海域4、土壌4）地点で定期的なモニタリング
を行います

5－2 化学物質の適正管理の推進

（1）ＰＲＴＲの推進
有害性のある化学物質について、発生源と排出、

移動量の把握を特定化学物質の環境への排出量の
把握等及び管理の改善に関する法律（ＰＲＴＲ法）
に基づき行うとともに、事業者による適正な管理
を促進します。

また、ホームページ「三重の環境と森林」、パ
ンフレット等を用い、広くＰＲＴＲ法の啓発を行
うとともに、排出、移動量の集計結果について公
表します。

5－3 地下水・土壌汚染対策の推進

（1）土壌汚染対策の推進
土壌汚染対策法及び三重県生活環境の保全に関

する条例に基づき土壌・地下水汚染の届出があっ
たものについて、適正な措置を指導するとともに、
人への健康被害のおそれがあるものについて、周
辺環境の調査を行います。

（2）ダイオキシン類環境実態調査の実施
土壌中のダイオキシン類の実態把握のため、県

内の一般土壌4地点で環境調査を実施します。




